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防災都市づくり計画の関連計画

京都市地域防災計画
災害対策基本法に基づき，災害時の応急対策や災害に強いまちづ
くり対策及び原子力災害対策を定めた計画

都市レベルの計画
●いのちを守る橋りょう健全化プログラム
●京都市水共生プラン
●京都市緑の基本計画　等

地区レベルの計画
●京都市建築物耐震改修促進計画
●歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針
●京都市細街路対策指針　等

■ 泉川流域の浸水状況 ■ 京都日吉美山線の路肩崩壊
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減災
　災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく，災害時の被害
を最小化する考え方。たとえ被災したとしても人命が失われないこと
を最重視し，また経済的被害ができるだけ少なくなるような観点から，
災害に備えること。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ



地下街について
　地下街は，都心部における土地の有効利用と，歩行空間の拡大を図
ることができる有効な交通施設です。本市では，地下道や地下駐車場，
駅前広場などの交通施設の整備に併わせ，京都駅前地下街（ポルタ）及
び御池地下街（ゼスト御池）を整備しています。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ

　都市施設とは円滑な都市活動を支え，都市生活者の利便性の向
上，良好な都市環境を確保する上で必要な施設であり，交通施設
や公共空地，供給処理施設，一団地の住宅施設などがあります。

■ 鉄道の役割
　鉄道は，大量輸送に適した交通施設であり，市街地の形成に大
きな影響を与えることから，関連する駅周辺の土地利用，道路や
駅前広場等の関連施設，市街地開発事業等と一体的に計画するこ
とが重要です。
　本市では，京都市高速鉄道烏丸線など，現在7路線を都市計画
に定めています。

■ 駐車場の役割
　駐車場は都市の装置の一つとして重要な施設であり，自動車や
自転車の駐車需要に応じて，道路計画や鉄道計画と整合を図りな
がら整備する交通施設です。
　本市においては，自動車駐車場5箇所と自転車駐車場8箇所を
都市計画に定めており，また，必要な駐車需要等を踏まえた既存
の駐車場の有効利用と，将来の適切な配置を促すこととしてい
ます。

7－2　交通施設

7－1　都市施設

■ 向代公園 ■ 下鳥羽公園

■ 蹴上浄水場

■ 鳥羽水環境保全センター
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　交通施設とは，道路や鉄道，駐車場など，人や物が移動するた
めに必要な施設であり，また都市の骨格を形成し，都市構造を形
づくる重要な施設です。

■ 道路の役割
　道路には交通機能のみではなく，電気・ガス・上下水道などの
ライフラインの収容や，災害時の避難路・避難空間の確保などの
空間機能，都市構造を形成する市街地形成機能など，様々な機能
を有しています。そのため，道路はまちづくりの基本として考え
られています。
　本市では，2011（平成23）年度に都市計画道路網の見直しを行
い，43路線（延長約55キロメートル）を廃止しました。これによ
り，2013（平成25）年3月現在の都市計画道路は，合計259路線，
延長約481キロメートルとなっています。　

7－3　公共空地

　公共空地とは，公園や緑地，広場，墓園など，一般市民のための
レクリエーション機能や災害時の避難機能，環境保全機能などを
有した都市施設です。

■ 公園・緑地の役割
　公園・緑地は以下の機能を備えた，安全，健康，快適な都市づく
りを進めるうえで必要な都市施設です。　
　本市では，2013（平成25）年3月現在で281箇所の公園を都市
計画に定めており，そのうち245箇所の公園の整備が完了してい
ます。

7－4　供給処理施設

　供給処理施設とは，上下水道やごみ処理場，市場などの施設で
あり，都市において必要な施設です。

■ 上水道の役割
　家庭や事業者に安全・
安心で良質な水道水を安
定的にお届けすることが
上水道の役割です。
　本市では，琵琶湖から
疏水を通って運ばれてき
た水を浄水場できれいに
しています。

■ 下水道の役割
　生活排水を処理するこ
とで生活環境を改善した
り，家庭や工場から出る
汚水を処理することで川
や海の環境を守ることが
下水道の役割です。
　また，雨水をスムーズ
に下水道に取り込むこと
により，浸水などの被害
を未然に防ぐ機能も有しています。

7－5　一団地の住宅施設

　一団地の住宅施設とは，適切な居住機能の確保，都市機能の増
進を目的として，道路や公園等の生活施設の整った住宅施設をひ
とまとまりの土地に集団的に建設する施設です。
　本市では，これまでに醍醐西住宅，桂川島住宅，向島団地の3
地区97.56ヘクタールを整備しました。
　　

公園・緑地の機能
①環境保全機能（都市環境を改善する）　
②レクリエーション機能（健康活動・レクリエーションの場を提供する）
③防災機能（都市の安全性を高める）
④景観形成機能（美しい都市景観をつくる）

■ 北部クリーンセンター

■ 中央卸売市場第一市場

■ 廃棄物処理施設の役割
　家庭などから出たごみ
を，適切に処分すること
が廃棄物処理施設の役割
です。
　本市には，焼却施設で
あるクリーンセンターや
埋立処分場のほか，缶・
びん・ペットボトルやプ
ラスチック製容器包装，
魚アラをリサイクルする
処理施設があります。

■ 市場の役割
　生鮮食品等を安定的に
消費者へ供給すること
が，市場の役割です。
　本市では，青果と水産
物を取り扱う第一市場，
食肉専用の第二市場の2
つの中央卸売市場があ
り，地方卸売市場として
切花などを取り扱う花き
市場があります。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ
都市計画の見直しについて
　本市には，道路や公園，土地区画整理事業などの予定地として都市
計画に定めているにもかかわらず，長年にわたり事業に着手していな
いものがあります。
　予定地内で建物を建てる場合は建築に係る許可が必要であり，土地
利用に影響を与えています。
　また，都市計画の必要性を判断した社会経済状況は，都市計画決定
時と現在では変化しています。
　そのため，長年にわたり事業に着手していない都市計画については，
見直しを進めています。

都市計画公園・緑地の見直し
　本市では，長年にわたり事業に着手していない35箇所の都市計画公
園・緑地の都市計画の見直しを進めています。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ
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Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ
都市計画の見直しについて
　本市には，道路や公園，土地区画整理事業などの予定地として都市
計画に定めているにもかかわらず，長年にわたり事業に着手していな
いものがあります。
　予定地内で建物を建てる場合は建築に係る許可が必要であり，土地
利用に影響を与えています。
　また，都市計画の必要性を判断した社会経済状況は，都市計画決定
時と現在では変化しています。
　そのため，長年にわたり事業に着手していない都市計画については，
見直しを進めています。

都市計画公園・緑地の見直し
　本市では，長年にわたり事業に着手していない35箇所の都市計画公
園・緑地の都市計画の見直しを進めています。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ



地下街について
　地下街は，都心部における土地の有効利用と，歩行空間の拡大を図
ることができる有効な交通施設です。本市では，地下道や地下駐車場，
駅前広場などの交通施設の整備に併わせ，京都駅前地下街（ポルタ）及
び御池地下街（ゼスト御池）を整備しています。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ

　都市施設とは円滑な都市活動を支え，都市生活者の利便性の向
上，良好な都市環境を確保する上で必要な施設であり，交通施設
や公共空地，供給処理施設，一団地の住宅施設などがあります。

■ 鉄道の役割
　鉄道は，大量輸送に適した交通施設であり，市街地の形成に大
きな影響を与えることから，関連する駅周辺の土地利用，道路や
駅前広場等の関連施設，市街地開発事業等と一体的に計画するこ
とが重要です。
　本市では，京都市高速鉄道烏丸線など，現在7路線を都市計画
に定めています。

■ 駐車場の役割
　駐車場は都市の装置の一つとして重要な施設であり，自動車や
自転車の駐車需要に応じて，道路計画や鉄道計画と整合を図りな
がら整備する交通施設です。
　本市においては，自動車駐車場5箇所と自転車駐車場8箇所を
都市計画に定めており，また，必要な駐車需要等を踏まえた既存
の駐車場の有効利用と，将来の適切な配置を促すこととしてい
ます。

7－2　交通施設

7－1　都市施設

■ 向代公園 ■ 下鳥羽公園

■ 蹴上浄水場

■ 鳥羽水環境保全センター

64 65

66 67

68 69

　交通施設とは，道路や鉄道，駐車場など，人や物が移動するた
めに必要な施設であり，また都市の骨格を形成し，都市構造を形
づくる重要な施設です。

■ 道路の役割
　道路には交通機能のみではなく，電気・ガス・上下水道などの
ライフラインの収容や，災害時の避難路・避難空間の確保などの
空間機能，都市構造を形成する市街地形成機能など，様々な機能
を有しています。そのため，道路はまちづくりの基本として考え
られています。
　本市では，2011（平成23）年度に都市計画道路網の見直しを行
い，43路線（延長約55キロメートル）を廃止しました。これによ
り，2013（平成25）年3月現在の都市計画道路は，合計259路線，
延長約481キロメートルとなっています。　

7－3　公共空地

　公共空地とは，公園や緑地，広場，墓園など，一般市民のための
レクリエーション機能や災害時の避難機能，環境保全機能などを
有した都市施設です。

■ 公園・緑地の役割
　公園・緑地は以下の機能を備えた，安全，健康，快適な都市づく
りを進めるうえで必要な都市施設です。　
　本市では，2013（平成25）年3月現在で281箇所の公園を都市
計画に定めており，そのうち245箇所の公園の整備が完了してい
ます。

7－4　供給処理施設

　供給処理施設とは，上下水道やごみ処理場，市場などの施設で
あり，都市において必要な施設です。

■ 上水道の役割
　家庭や事業者に安全・
安心で良質な水道水を安
定的にお届けすることが
上水道の役割です。
　本市では，琵琶湖から
疏水を通って運ばれてき
た水を浄水場できれいに
しています。

■ 下水道の役割
　生活排水を処理するこ
とで生活環境を改善した
り，家庭や工場から出る
汚水を処理することで川
や海の環境を守ることが
下水道の役割です。
　また，雨水をスムーズ
に下水道に取り込むこと
により，浸水などの被害
を未然に防ぐ機能も有しています。

7－5　一団地の住宅施設

　一団地の住宅施設とは，適切な居住機能の確保，都市機能の増
進を目的として，道路や公園等の生活施設の整った住宅施設をひ
とまとまりの土地に集団的に建設する施設です。
　本市では，これまでに醍醐西住宅，桂川島住宅，向島団地の3
地区97.56ヘクタールを整備しました。
　　

公園・緑地の機能
①環境保全機能（都市環境を改善する）　
②レクリエーション機能（健康活動・レクリエーションの場を提供する）
③防災機能（都市の安全性を高める）
④景観形成機能（美しい都市景観をつくる）

■ 北部クリーンセンター

■ 中央卸売市場第一市場

■ 廃棄物処理施設の役割
　家庭などから出たごみ
を，適切に処分すること
が廃棄物処理施設の役割
です。
　本市には，焼却施設で
あるクリーンセンターや
埋立処分場のほか，缶・
びん・ペットボトルやプ
ラスチック製容器包装，
魚アラをリサイクルする
処理施設があります。
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いものがあります。
　予定地内で建物を建てる場合は建築に係る許可が必要であり，土地
利用に影響を与えています。
　また，都市計画の必要性を判断した社会経済状況は，都市計画決定
時と現在では変化しています。
　そのため，長年にわたり事業に着手していない都市計画については，
見直しを進めています。

都市計画公園・緑地の見直し
　本市では，長年にわたり事業に着手していない35箇所の都市計画公
園・緑地の都市計画の見直しを進めています。

Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ


